
　毎々、格別のご愛顧を頂き 厚くお礼申し上げます。

　この度、電気取扱いの業務に従事されている方を対象に、下記のとおり特別教育を開講致しました。

ここ数年の感電災害の発生状況を見ますと、死亡者の半数以上が低圧の電気によるものであり、高圧の

電気設備に比較して、低圧のものは 安易に取り扱われがちであることが ひとつの要因となっています。

労働安全衛生規則第３６条の第四号で、低圧の充電回路の施設 もしくは 修理の業務又は 配電盤室、

変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち 充電部分が露出している開閉器の操作の業務に

係る者には特別教育が義務付けられています。

 ◎講習の種類　　低圧電気取扱業務特別教育

　満１８歳以上の方なら どなたでも受講できます。

　１７,０００円（内税）
　　＊テキスト代含む。

　ご質問や受講ご希望の方は、受付窓口または、下記問合せ先へ
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低圧電気取扱業務

　　【講習日数】・・・２日間

  　　学科教育：　７時間　　　実技教育：７時間　　　合計：１４時間

　 栃木労働局長登録教習機関

　　コマツ教習所（株）栃木センタ
　　〔問合せ〕　　 栃木県真岡市松山町２６番地

   　　　　       　　　0120-06-0955
                   TEL..0285-83-5461　FAX.0285-84-2645
　　　　　　　　  URL.http://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/tochigi/

平成２３年度定期開講日

８月２５日（木）～２６日（金）
９月１２日（月）～１３日（火）

１０月２０日（木）～２１日（金）
１１月１２日（土）～１３日（日）
１２月２１日（水）～２２日（木）
１月１１日（水）～１２日（木）
２月１３日（月）～１４日（火）
３月２２日（木）～２３日（金）


